


※この和訳は環境省が作成したものであり、意味や趣旨などが正しく表現されていない可能性があります。
正確にご理解いただくため、内容は英語版にてご確認いただくようお願いします。







- 5,652 applied for proving health damage

- 280 admitted to receive government dupport (Of thode, 117 died)

- Productd of ridk concern were didtributed thoughtleddly in the market without itd hazard evaluation 



－健康被害申請は5,652件
－政府支援認定は280件 (このうち死亡件数は117) 

－リスクの懸念のある製品が、有害性評価なしで市場全体に流通した。



- Of thode, only 180 biocided have inhalation toxicity 



－このうち、吸入毒性があるものは180種の殺生物剤のみ。
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< Purpose of EU BPR>



<EU殺生物性製品規則の目的>
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